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事案の概要
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上告人の健康保険を管掌していた健康保険組合（本件組合）は、従前､ '上告人の妻を

被扶養者に該当するものとしていたが、個人事業を始めた妻の収入（必要経費を控除し

ない売上金額）が本件組合の定める基準を満たさなくなったことを理由に､妻は被扶養

者に該当しない旨の通知（本件通知)をした。

これに対し、上告人は4健康保険法（平成26年法律第69号による改正前） 189条

1項に基づくものとして、審査請求及び再審査請求をしたが、社会保険審査会は、本件

上告人の再審査請求を却下する裁決（本件通知には行政処分性が認められないとして、

裁決）をした。

本件は､上告人が､①本件組合の権利義務を承継した被上告人健康保険組合を相手に、

妻は被扶養者に該当すると主張して､本件通知の取消しを求めるとともに、②被上告人

本件裁決の取消し及び国家賠償法国を相手に、本件裁決は違法であるなどと主張して、

1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。

〔参考〕

健康保険法（平成26年法律第69号による改正前）

3条7項この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。 （ただし書･略）

1号被保険者（括弧書き・略）の直系尊属、配偶者（括弧書き。略)、子、孫及び弟妹

であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの

2号以下・略 j

189条1項被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社
, ､

会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に

対して再審査請求をすることができる。

斗 原判決及び争点
′'』、『』'ハー､.′ 』 ′,､、 ｜

◇原判決は､①妻は被扶養者に該当しないとして、本件通知の取消請求を棄却するとと

もに､②本件通知には行政処分性が認められるとしつつ、 本件通知は健康保険法（平成

26年法律第69号による改正前） 189条1項所定の被保険者の資格に関する処分に当

たらないから本件裁決は適法であるとして、本件裁決の取消請求及び損害賠償請求を

棄却すべきとした。

◇当審では、原判決の上記各判断の当否が問題となっている。
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1引 事案の概要

家賃債務保証業者である被上告人は、住宅の賃貸借契約（原契約）に関し、賃貸人、賃

借人等との間で、賃借人が被上告人に賃料債務等の連帯保証を委託し、被上告人が賃貸人

に当該賃料債務等を連帯保証すること等を内容とする契約を締結している。

本件は､消費者契約法上の適格消費者団体である上告人が、被上告人に対し、上記契約

の契約書中にある、被上告人に原契約の無催告解除権を認める13条1項前段（別紙記載

1 ）、被上告人に建物の明渡しがあったとみなす権限を認める18条2項2号（別紙記載

2）等の各条項が消費者契約法10条に規定する消費者の利益を一方的に害する消費者

契約の条項に当たるなどと主張して、同法12条3項本文に基づき、上記各条項を含む消

費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の差止め、上記各条項が記載された契約書ひ

な形が印刷された契約書用紙の廃棄等を求める事案である。

〔消費者契約法〕

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効）

10条消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表

示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し

て消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条

第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

原判決及び争点〃、､，

◇原判決（大阪高裁）は、契約書13条1項前段、 18条2項2号等の各条項による賃

借人の不利益は限定的なものであるから、上記各条項は消費者契約法10条に規定す

る消費者契約の条項には当たらないなどとして、上告人の請求をいずれも棄却すべき

ものとした。

◇本件における争点は、契約書13条1項前段及び18条2項2号が消費者契約法1

o条に規定する消費者契約の条項に当たるか否かである。



(別紙）

次の各条項中も 「原契約｣,は賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約、 ’｢本件建物」は原契約の

対象物件である賃貸住宅をそれぞれ指す。 ．

1 13条1項前段

被上告人は、賃借人が支払を怠った賃料等及び変動費の合計額が賃料3か月分以上に達し

たときは、無催告にて原契約を解除することができるものとし、…（以下省略)。

2 18条2項2号

被上告人は､下記いずれかの事由が存するときは､賃借人が明示的に異議を述べない限り、

これをもって本件建物の明渡しがあったものとみなすことができる｡

① （省略)

②賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り、被上告人が合理的な手段を尽くしても賃借

人本人と連絡がとれない状況の下、電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から

本件建物を相当期間利用していないものと認められ、かつ本件建物を再び占有使用しな

い賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するとき。

＄


